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青色申告を行っている方には、価格低下、盗難等も対象となる

収入保険をお勧めいたします！



水稲の耕作面積の合計が１０㌃以上の方がご加入いただけます。
（借入耕地を含め、全耕地の加入が必要です）

※耕地を貸付しており、ご自身で耕作していない方はご加入できません。
※全相殺方式には、乾燥調製施設の資料または青色・白色申告の決算書（帳簿）により、
収穫量が適正に把握できる方がご加入いただけます。

加入について…

本田移植期（直播の場合は発芽期）から収穫期（圃場乾燥中を
含む）までです。

※収穫は適期に刈り取ることをいいます。
圃場から搬出したものについては補償の対象外です。

補償される期間
（責任期間）は…

風水害や干害などの気象上の原因による災害（地震及び噴火
を含む）、病虫害、鳥獣害、火災が対象です。

※農薬による薬害、車両などの飛込みによる損害、街路灯や看板などによる
生育不良などは補償の対象外です。
また、肥培管理の粗放、病虫害防除の不適切なども補償の対象外です。

被害発生時には、ご連絡をお願いします。
NOSAIによる共済事故の確認が無い場合は、共済金は支払われません。

対象となる災害
（共済事故）は…

加入者ごとの減収量に応じて共済金が支払われる

半相殺方式 または 全相殺方式 からご選択いただきます。

※農林水産統計を基準とした地域ｲﾝﾃﾞｯｸｽ方式（市町村ごとの統計単収により減収量を
算定しますので、実際の個々の被害の減収量とは乖離します）もご選択いただけます。

※以前は、耕地ごとの減収量に応じて共済金が支払われる一筆方式での加入でしたが、
農業保険法の改正により一筆方式は廃止されました。

引受方式について…

耕地ごとに５割を超える減収量（半損以上）がある場合には耕
地ごとに半損被害として、また耕地ごとに全損の場合には耕地ご
とに全損被害として認定し、共済金が支払われます。
（加入方式での共済金と比較し、高い方の金額が支払われます）

※一筆方式の廃止に伴い新設された特例になり、複数耕地を耕作している方が対象とな
る特約です。

※半相殺方式 または 全相殺方式では支払対象となりにくい、耕地（一筆）ごとの大き
な減収（半損以上または全損）で共済金が支払われます。

一筆半損、全損特例
について…



半 相 殺 方 式
●共済事故による加入者ごとの減収量（被害耕地の減収量の合計）が、

基準収穫量の２割（共済金支払開始割合）を超える場合に共済金が支払われます。

※無被害耕地（増収した耕地を含む）は、減収量無しとして取り扱います。
※基準収穫量は、県指示による地域ごとの標準的な単収に耕作面積を乗じて得た加入者の平年の収穫量です。

また、共済金支払開始割合は３割または４割を選択することもできます。

●減収量の調査は、被害耕地の現場確認かつ実測調査（６０株の坪刈り）で行います。

例えば…

支払われる共済金は

（ ５００ ㎏ － ３００ ㎏ ） × １７０円 ＝ ３４,０００円
加入者ごとの減収量 基準収穫量の２割 令和5年産１㎏当たり価格 支払共済金

加入者ごとの
基準収穫量

1,500 ㎏

耕地別
基準収穫量

500 ㎏

耕地別
基準収穫量

500 ㎏

耕地別
基準収穫量

500 ㎏

実収穫量

300 ㎏
実収穫量

200 ㎏
実収穫量

600 ㎏

耕地別
減収量

200 ㎏

耕地別
減収量

300 ㎏

耕地別
減収量

0 ㎏

加入者ごとの
減収量

500 ㎏

全 相 殺 方 式
●共済事故による加入者ごとの減収量（ 基準収穫量 － 収穫量 ）が、

基準収穫量の１割（共済金支払開始割合）を超える場合に共済金が支払われます。

※被害耕地の減収量に無被害耕地の増収量を相殺した上で、加入者の減収量として取り扱います。
※基準収穫量は、加入者ごとの直近５年間（無い場合には３年間以上）の収穫量の実績等を基に算定された

加入者の平年の収穫量です。また、共済金支払開始割合は２割または３割を選択することもできます。

●減収量の調査は、被害耕地の現場確認かつ乾燥調製施設のﾃﾞｰﾀまたは青色・白色申告の決算書
（帳簿）のﾃﾞｰﾀで行います。 ※収穫量把握のため、当該資料の提出が必要になります。

例えば…

支払われる共済金は

（ ４００ ㎏ － １５０ ㎏ ） × １７０円 ＝ ４２,５００円
加入者ごとの減収量 基準収穫量の１割 令和5年産１㎏当たり価格 支払共済金

加入者ごとの
基準収穫量

1,500 ㎏

耕地別
基準収穫量

500 ㎏

耕地別
基準収穫量

500 ㎏

耕地別
基準収穫量

500 ㎏

実収穫量

300 ㎏
実収穫量

200 ㎏
実収穫量

600 ㎏

加入者ごとの
基準収穫量

1,500 ㎏

加入者ごとの
実収穫量

1,100 ㎏

加入者ごとの
減収量

400 ㎏

加入者ごとの
実収穫量

1,100 ㎏

地 域 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 方 式
●共済事故による加入者ごとの減収が発生し、市町村ごとの減収量（基準統計単収－統計単収）

が、基準統計単収の１割（共済金支払開始割合）を超える場合に共済金が支払われます。

※市町村ごとの統計単収の公表が無い地域では、県ごとの統計単収により算定します。
※基準統計単収は、市町村ごとの直近５年間の統計単収を基に算定された市町村（地域）の平年の単収です。

また、共済金支払開始割合は２割または３割を選択することもできます。

●減収量の調査は、被害耕地の現場確認かつ農林水産統計の市町村ごとのﾃﾞｰﾀで行いますので、
加入者ごとに減収が生じていても、共済金が支払われない場合があります。

収穫量の把握が出来る方に
おススメです！!

直近２０年間では、１割を超える減収の市町村はありません。

書類の提出は
加入申込書だけ！!




